
公益財団法人板橋区産業振興公社事業費補助金交付要綱 

（平成１７年３月２４日 区長決定） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公益財団法人板橋区産業振興公社（以下「公社」という。）の事業の

円滑な運営を目的として、公社に交付する補助金に関し必要な事項を定める。 

 

（補助対象） 

第２条 補助の対象は、公社の定款第 4 条に定める事業及び公社の管理運営に係る経費と

する。 

 

（補助金の金額） 

第３条 補助金の額は、前条に定める経費のうち、次の各号に掲げる経費の全部又は一部

とし、毎年度予算の定める額を限度とする。 

（1）公益目的事業に係る経費 

（2）公社の管理運営に係る経費 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 公社が、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書（別記第１号様式）

に、事業計画書、収支予算書及び定款を添えて、区長に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定） 

第５条 区長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助

金交付の適否について決定するものとする。 

２ 区長は、補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書（別記第２号様式）により、

公社に通知するものとする。 

 

（事業計画、収支予算の変更） 

第６条 公社は、交付決定通知書を受領した後、収支予算又は事業計画を変更するときは、

事業計画等変更申請書（別記第３号様式）を、区長に提出しなければならない。 

 

（補助金の変更交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定による変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審

査し、補助金を変更交付することが適当と認めたきは補助金の変更交付決定を行い、変

更交付決定通知書（別記第４号様式）により、公社に通知するものとする。 

 



 

（交付決定の取消し） 

第８条 区長は、公社が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

（１）補助金を事業計画以外の用途に使用したとき。 

（２）その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

２ 前項の規定は、既に補助金が交付され、額の決定があった後においても適用するもの

とする。 

３ 区長は、交付決定を取消したときは、交付決定取消通知書（別記第５号様式）により、

公社に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第９条 公社は、第５条及び第７条の規定による補助金の交付決定を受けたときは、区長

に補助金の請求をする。 

 

（補助金の支払方法） 

第１０条 区長は、前条の請求により補助金を支払う。 

 

（補助金の実績報告） 

第１１条 公社は、補助金の交付に係る会計年度が終了したときは、遅滞なく実績報告書

（別記第６号様式）に定款で定める決算書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

 

（補助金の確定） 

第１２条 区長は、前条の規定により実績報告があったときは、当該報告に係る書類を審

査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、確定通知書（別記第７号様式）によ

り公社に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１３条 区長は、第８条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場

合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に公社に補助金が支払われてい

るときは、期限を定めて不用額返還通知書（別記第８号様式）により公社にその返還を

命じるものとする。 

２ 区長は、前条の規定により公社に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既

にその額を超える補助金が支払われているときは、期限を定めて不用額返還通知書（別

記第８号様式）により公社にその返還を命じるものとする。 

 



（補助事業に係る返還金の納付） 

第１４条 公社は、中小企業や団体などに対する補助事業による補助を受けた者から補助

金の返還を受けた場合には、当該返還金に係る区の持分を区へ返還しなければならない。 

 

（状況報告） 

第１５条 区長は、必要があると認めるときは、公社に対し、補助対象事業の進捗状況に

ついての報告又は関係書類の提出を求めることができる。 

 

（その他） 

第１６条 この交付要綱に定めのない事項については、「東京都板橋区補助金等交付規則」

（昭和４２年板橋区規則第３号）によるほか主管部長が定めるものとする。 

 

付則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

付則 

この要綱は、平成２４年１０月１日から施行する。 

 

付則 

この要綱は、平成３０年１０月１６日から施行する。 

 

付則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

  



第１号様式（第４条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

（宛先）板橋区長 

公益財団法人板橋区産業振興公社 

 

 

年度 公益財団法人板橋区産業振興公社補助金交付申請書 

 

 

年度 公益財団法人板橋区産業振興公社補助金として、下記金額を交付してくださるよう関係

書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 

１ 交付申請額 

 

２ 添付書類 

（１）  年度 事業計画書 

（２）  年度 収支予算書 

（３）定款 

 

３ 請求方法 

 

  



第２号様式（第５条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

公益財団法人板橋区産業振興公社 

板橋区長 

 

年度 公益財団法人板橋区産業振興公社補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった    年度 公益財団法人板橋区産業振興公社補助金は

下記により交付します。 

 

記 

 

 

 

 

２ 交付条件 

別紙のとおり 

  



第３号様式（第６条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

（宛先）板橋区長 

公益財団法人板橋区産業振興公社 

 

 

年度 公益財団法人板橋区産業振興公社補助金事業計画等変更申請書 

 

 

年 月 日付けで交付決定された  年度 公益財団法人板橋区産業振興公社補助金に係る

事業計画等を下記の理由により変更したいので、関係書類を添えて申請いたします。 

 

記 

１ 変更する事項 

（１）事業計画 

（２）収支予算 

 

２ 補助金額 

（１）変更前 

（２）変更後 

 

３ 変更理由 

 

４ 添付書類 

（１）  年度 事業計画書（変更後） 

（２）  年度 収支予算書（変更後） 

 

  



第４号様式（第７条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

公益財団法人板橋区産業振興公社 

板橋区長 

 

年度 公益財団法人板橋区産業振興公社補助金変更交付決定通知書 

 

年  月  日付けで変更申請のあった    年度 公益財団法人板橋区産業振興公社補助金

は下記により変更交付します。 

 

記 

１ 変更交付金額 

 

２ 交付条件 

 

  



第５号様式（第８条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

公益財団法人板橋区産業振興公社 

板橋区長 

 

年度 公益財団法人板橋区産業振興公社補助金交付決定取消通知書 

 

  年  月  日付け    年度 公益財団法人板橋区産業振興公社補助金の交付決定は、下

記により取消します。 

記 

 

１ 取消の理由 

 

  



第６号様式（第１１条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

（宛先）板橋区長 

公益財団法人板橋区産業振興公社 

 

 

年度 公益財団法人板橋区産業振興公社事業完了による実績報告書 

 

 

公益財団法人板橋区産業振興公社の補助事業が完了いたしましたので、下記により報告いた

します。 

 

記 

 

１ 事業の期間 

年  月  日から年  月  日まで 

 

２ 補助金収支 

補助金交付申請額  

補助金交付決定額  

補助金決算額  

補助金返還予定額  

 

３ 収支決算報告書 

 

  



第７号様式（第１２条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

公益財団法人板橋区産業振興公社 

板橋区長 

 

年度 公益財団法人板橋区産業振興公社補助金確定通知書 

 

年  月  日付けで提出された補助事業実績報告書等を審査した結果、補助金の内容及びこ

れに付した条件に適合すると認められるので、下記の補助金の額を確定する。 

 

記 

 

１ 事業の期間 

年  月  日から  年  月  日まで 

 

２ 確定金額 

（    年度補助金） 

・交付決定額 

・既交付額 

・確 定 額  

・超過交付額 

  



第８号様式（第１３条関係） 

第  号 

年  月  日 

 

公益財団法人板橋区産業振興公社 

板橋区長 

 

年度 公益財団法人板橋区産業振興公社補助金不用額返還通知書 

 

年  月  日付け     号で報告のあった   年度補助対象事業に係る不用額については、

下記のとおり返還されたい。 

 

記 

 

１ 補助金不用額（返還額） 

円 

＜内訳＞ 

・交付決定額 円 

・既交付額 円 

・確定額 円 

・差引額（今回戻入額） 円 

 

２ 納付方法 

 

 

３ 納付期限 

 

 

 


